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健康福祉   
１ 社会福祉（地域共生社会推進室・福祉指導課） 
(1) 戦没者追悼式（地域共生社会推進室） 

戦没者の御霊にめい福を祈るとともに、平和への誓いを込めて第７１回戦没者追悼式を令和５年１１

月８日に高槻城公園芸術文化劇場北館で実施した。参列者は遺族３９名、来賓２６名であった。 
 
(2) 恩給・援護関係（地域共生社会推進室） 

① 恩給関係 
普通恩給・普通扶助料等の手続き等についての問合せに対応 

② 戦没者等遺族関係 
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦没者等の妻に対する特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特

別給付金の請求受付及び国債交付 
 
(3) 民生委員児童委員（地域共生社会推進室） 

民生委員児童委員は、民生委員法、児童福祉法に基づき設けられているもので、地域の社会福祉のた

め、地域と行政のパイプ的役割などを担っている。委嘱者数（令和６年４月１日現在）は５０９人（男

１６３人・女３４６人）で具体的には次のような活動を行っている。 
〈社会調査活動〉地域における住民の生活状態や福祉ニーズの把握 

 〈相談支援活動〉①生活に関する相談・援助 ②福祉の制度やサービスの情報提供  

③関係行政機関等への連絡通報 

  〈社会福祉事業者等との連携〉社会福祉に関する活動を行う者や事業者との連携 

   〈福祉行政への協力〉社会福祉各法（生活保護法、売春防止法、児童・身体障害者・知的障害者・老人・

母子及び父子並びに寡婦の各福祉法）への協力 

 〈地域福祉活動への協力〉地域の行事等への参加・協力 

 

(4) 社会福祉審議会（地域共生社会推進室） 
  社会福祉法第７条の規定により、社会福祉審議会を設置（委員４６人と専門委員で構成）。社会福祉

に関する事項について調査審議を行う。 
  社会福祉審議会には、民生委員審査・高齢者福祉・児童福祉・障がい者福祉の各専門分科会と地域共

生社会推進部会を置き、障がい者福祉専門分科会には身体障がい者手帳の交付に係る審査等のための審

査部会を置く。 
 

(5) 地域福祉会館（地域共生社会推進室） 
地域福祉活動の中心となる総合拠点施設であり、社会福祉協議会、ボランティア・市民活動センター

の事務所や、地域福祉に関する情報コーナー、地域福祉活動を行う市民・市内の団体が使用できる会議

室、研修室などがある。 
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(6) 社会福祉法人の設立認可（福祉指導課） 
  令和５年度においては、社会福祉法人の設立認可を行っていない。 
 

(7) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監督（福祉指導課） 
所管の社会福祉法人及び社会福祉施設への指導監督を行った。 

  ア 社会福祉法人への実地指導監査（令和５年度）                （単位：件） 

種   別 対象数 実施数 
文書指摘 

の数 

左記の内訳 

法人運営 会計処理 その他 

社会福祉法人 33 11 47 26 11 10 

※ 法人運営とは、定款、登記、理事会等の運営、監事監査等に関する事項をいう。 

※ その他とは、情報公開、規程整備、苦情解決体制等に関する事項をいう。 

 

イ 社会福祉施設への実地指導監査（令和５年度）                （単位：件） 

種   別 対象数 実施数 
文書指摘 

の数 

左記の内訳 

施設運営 会計処理 利用者支援 

社
会
福
祉
施
設 

高齢者福祉施設 36 12 9 2 4 3 

障がい者支援施設等 4 2 4 1 0 3 

計 40 14 13 3 4 6 

※ 施設運営とは、施設設備管理、人事管理、災害防止対策等に関する事項をいう。 

※ 利用者支援とは、入所・通所者への生活支援、食事提供等に関する事項をいう。 

※ 障がい者支援施設等とは、障がい者支援施設と保護施設をいう。 

 

(8) 社会福祉施設等物価高騰対策支援金（福祉指導課） 

  エネルギー価格等の高騰の影響を受けながらも、市民（高齢者、障がい者等）が安心して福祉サービ

スを利用できるよう、事業継続に取り組む社会福祉施設等（高齢者・障がい者等の入所施設）に対し、

支援金を支給した。 

（令和５年度） 

交付対象 対象数（件） 補助額（円） 

社会福祉施設等（養護老人ホーム、特別養

護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人

保健施設、障がい者支援施設、救護施設） 
46 8,000,000 

 

(9) 介護保険サービス事業者等の指定・指導等（福祉指導課） 

ア 新規指定事業・施設数 
指定居宅サービス         １５事業  
指定介護予防サービス        ６事業 
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指定居宅介護支援          ７事業 
指定地域密着型サービス       ５事業 
指定地域密着型介護予防サービス   １事業 
第一号事業             ９事業 
介護予防支援            ８事業 
 

イ 運営指導実施状況（令和５年度）                     （単位：件） 
 

種 別 
 

 

対象 
事業数 

実施数 文書指摘 

の数 

左記の内訳 

基本 
方針 人員 設備 運営 法令 

遵守 報酬 

指定居宅サービス 276 24 81 0 3 1 54 8 15 

指定介護予防サービス 128 11 44 0 2 0 33 1 8 

指定居宅介護支援 76 4 3 0 0 ― 3 0 0 

指定介護予防支援 12 2 2 0 0 ― 2 0 0 

指定地域密着型サービス 130 12 54 0 5 0 27 2 20 

指定地域密着型介護予防サービス 55 6 22 0 1 0 12 1 8 

指定介護老人福祉施設 15 1 6 0 0 0 3 1 2 

介護老人保健施設 8 1 1 0 0 0 1 0 0 

第一号事業 193 12 42 0 3 1 23 5 10 

計 893 73 255 0 14 2 158 18 63 

   ※ 第一号事業は、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業及び第一号通所事業をいう。 

 

ウ 監査実施状況（令和５年度） 

    ５事業者に対して監査を行った。 

 

エ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の立入検査実施状況（令和５年度）                   

                                  （単位：件） 

種 別 対象施設数 実施数 文書指摘の数 

有料老人ホーム 26 5 27 

サービス付き高齢者向け住宅 16 5 22 

計 42 10 49 

 
オ 集団指導等実施状況（令和５年度） 

対 象 開催日等 参加施設・事業所数 
指定居宅サービス事業所等 

ＷＥＢ形式（動画配信、資

料の掲載、アンケート）に

より実施した。 

６月 712 
指定地域密着型サービス事業所等 
指定介護老人福祉施設 
介護老人保健施設 
有料老人ホーム及びサービス付き

高齢者向け住宅 
７月 40 
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(10) 障がい福祉サービス事業者等の指定・指導等（福祉指導課） 

   ア 新規指定事業数 
指定障がい福祉サービス      ２３事業 
指定一般相談支援          ４事業 
指定計画相談支援          １事業 
登録地域生活支援事業        ８事業 
指定障がい児通所支援       １３事業 
指定障がい児相談支援        １事業 

 
イ 実地指導実施状況（令和５年度）                    （単位：件） 

種 別 
対象 
事業数 

実施数 文書指摘 

の数 
左記の内訳 

基本 
方針 人員 設備 運営 変更届 報酬 

指定障がい福祉サービス 307 69 233 2 24 4 143 12 48 

指定障がい者支援施設 3 1 6 1 0 1 2 0 2 

指定一般相談支援 20 4 0 0 0 ― 0 0 0 

指定特定相談支援 24 6 18 0 2 ― 13 0 3 

登録地域生活支援事業 72 15 10 0 1 0 8 1 0 

指定障がい児通所支援 110 17 79 0 4 0 55 0 20 

指定障がい児相談支援 15 3 9 0 0 ― 9 0 0 

計 551 115 355 3 31 5 230 13 73 

 

ウ 監査実施状況（令和５年度） 

  ２事業者に対して監査を実施した。 

 
エ 集団指導実施状況 

対 象 開催日等 参加事業所数 

指定障がい福祉サービス事業所 

指定障がい者支援施設 

指定一般相談支援事業所 

指定特定相談支援事業所 

登録地域生活支援事業所 

令和５年１０月 ５日（午後） 203 

指定障がい児通所支援事業所 

指定障がい児相談支援事業所 
令和５年１０月 ３日（午前） 77                                                                                                                             

※ 集合形式とオンラインの同時進行で実施した。 
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(11) 社会福祉施設等整備補助（福祉指導課） 
  社会福祉施設の整備促進を図り福祉ニーズに対応するため、社会福祉法人等が整備する社会福祉施設

及び設備について、その費用の一部を補助金として交付した。 

（令和５年度）  

交 付 対 象 対象数（件） 補 助 額（円） 

高齢介護施設（施設整備費） 4 276,389,000 

高齢介護施設（防災・減災等設備整備費） 6 73,663,000 

高齢介護施設（開設準備経費） 4 82,621,000 

障がい者支援施設等（施設整備費） 4 170,623,000 

合  計 18 603,296,000 

 

 

２ 生活福祉（生活福祉支援課・生活福祉総務課・福祉相談支援課） 

(1) 生活保護（生活福祉総務課・生活福祉支援課） 

生活保護は、憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、困窮

の程度に応じて必要な給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的と

する。保護の適用は、生活に困窮する者が、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、最低限度

の生活維持のために活用することを要件として行われる。 

    生活保護状況                (保護費は、決算額。その他の数値は、各年度末数値) 

年度 
人口 

(人) 

被保護世帯数 

  （世帯） 

被保護人員 

   （人） 

保護費（年間） 

（円） 

保護率 

（‰） 

令和５年度 346,189 4,353 5,663 10,154,892,367 16.36 

令和４年度 348,020 4,311 5,660 9,886,064,346 16.26 

令和３年度 349,109 4,339 5,771 9,755,440,886 16.53 

※ 保護率（‰＝パーミル）は1,000人に対する割合を示す。 

 

(2) 中国残留邦人等自立支援（生活福祉総務課・生活福祉支援課） 

    中国残留邦人等の置かれている特別な事情をかんがみ、老後の生活の安定等を実現するため、「中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律」に基づき、支援給付等の生活支援を行う。 

 支援給付状況          （支援費は、決算額。その他の数値は、年度末数値） 

年度 
被支援世帯数 

（世帯） 

被支援人員 

（人） 

支援費（年間） 

（円） 

令和５年度 12 13 24,997,324 

令和４年度 13 15 29,296,246 

令和３年度 13 15 29,469,024 

 

 

 



6 
 

(3) 生活困窮者自立支援（福祉相談支援課） 
    生活困窮者が早期に困窮状態から脱却するために、就労その他自立に向けた相談支援や課題解決に向

けた支援プランを策定し、自立に向けた支援を行う。 

① 相談件数等の状況  

年度 新規相談件数（件） プラン策定件数（件） プラン終結数（件） 

令和５年度 650 124 122 

令和４年度 1,203 188 161 

令和３年度 2,760 223 171 

② 多重債務相談 

多重債務者を救済するため、大阪弁護士会及び大阪司法書士会との連携・協力体制を強化し、相談者

を法律専門家に繋いでいる。また、庁内では多重債務者の生活再建を支援するため、「生活困窮者支援調

整ネットワーク会議」において情報の共有などを図っている。 
令和５年度の多重債務相談は、１３３件だった。 
 

(4) 就労支援（生活福祉支援課・福祉相談支援課） 

  生活保護受給者等に対し、ハローワークとも連携し、早期の自立に向けた就労支援等を行う。また、 

産業振興課において実施していた就職困難者への就労支援も平成２７年４月より併せて行っている。 

① 就労支援の状況 

年度 支援者数（人） 就職者数（人） 

令和５年度 329 175 

令和４年度 370 193 

令和３年度 433 231 

② 就労準備支援等の状況 

年度 支援者数（人） 就職者数（人） 職場体験（人） 

令和５年度 37 22 28 

令和４年度 55 30 28 

令和３年度 74 40 50 
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３ 障がい者（児）福祉（障がい福祉課・福祉相談支援課） 
(1) 身体障がい者手帳所持者数（令和５年度実績）（障がい福祉課） 

  身体障がい者手帳は、身体に障がいのある人が各種の福祉サービスを受ける際に役立てていただくた

めに交付した。   
    

障 が い 部 位 
内       訳 

計 
1、2級 3、4級 5、6級 

視 覚 障 が い    583人  113人  171人  867人 

聴覚・平衡機能障がい 257人  356人  321人  934人 

音声・言語機能障がい 31人  143人   174人 

肢 体 不 自 由 2,437人 2,622人  1,983人 7,042人 

内 部 障 が い 2,490人 1,411人  3,901人 

計 5,798人 4,645人 2,475人 12,918人 

 

(2) 療育手帳所持者数（令和５年度実績）（障がい福祉課） 

  療育手帳は、知的障がいのある人が各種の福祉サービスを受ける際に役立てていただくために交付し

た。                           

総 合 判 定 児（18歳未満） 者（18歳以上） 計 

Ａ 293人 1,288人 1,581人 

Ｂ1 266人 599人 865人 

Ｂ2 518人 1,099人 1,617人 

計 1,077人 2,986人 4,063人 

 

(3) 精神障がい者保健福祉手帳所持者数（令和５年度実績）（障がい福祉課） 

  精神障がい者保健福祉手帳は、精神に障がいのある人が各種の福祉サービスを受ける際に役立ててい

ただくために交付した。  
障 が い 等 級 所持者数 

1級 317人 

2級 2,327人 

3級 1,929人 

計 4,573人 
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(4) 給付金制度（令和５年度分）（障がい福祉課）                          

名称及び事業 目      的 対  象  者 支  給  額 

特別児童扶養手当 

 

精神又は身体に障がいを有す

る児童について手当を支給す

ることにより、これらの児童

の福祉の増進を図ること。 

次のいずれかに該当する 20 歳

未満の在宅の障がい児を養育

（児童と同居し、監護し、生計

を同じくしていること。）され

ている方 

① 身障手帳1～3級 

（下肢障がいは4 級まで） 

② 重度・中度の知的・精神障が

い 

③ その他、障がい・疾病により

上記と同程度の状態 

1級手当 

月額 53,700円 

2級手当 

月額 35,760円 

 

大阪府重度障がい

者在宅生活応援制

度 

重度障がい者と同居し介護す

る人に給付金を支給すること

により、障がい者の自立と社

会参加に向け、在宅生活の推

進とさらなる応援を図る。 

身障手帳 1・2 級と重度の知的

障がいをあわせもつ障がい者

を在宅介護されている方 

月額 10,000円 

 

障がい児福祉手当 

 

重度障がい児に対して、その

障がいのため必要となる精神

的、物質的な特別の負担の軽

減の一助として手当を支給す

ることにより、障がい児の福

祉の向上を図ること。 

次のいずれかに該当する 20 歳

未満で常時の介護が必要な在

宅者 

① 身障手帳 1 級又は 2 級の一

部 

② 最重度の知的障がい 

③ 精神障がい 

④ その他、障がい・疾病により

上記と同程度の状態 

月額 15,220円 

特別障がい者手当 

 

精神又は身体に著しく重度の

障がいを有し、日常生活にお

いて常時特別の介護を必要と

する特別障がい者に対して、

重度の障がいのため必要とな

る精神的、物質的な特別の負

担の一助として手当を支給す

ることにより、特別障がい者

の福祉の向上を図ること。 

次のいずれかに該当する 20 歳

以上で常時特別の介護が必要

な在宅者 

①身障手帳 1・2 級の一部、最

重度の知的障がい・精神障がい

又はこれと同程度の障がい・疾

病の内、二つ以上が重複 

②その他、障がい・疾病により

上記と同程度の状態 

月額 27,980円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

(5) 情報提供事業（障がい福祉課）                      

名称及び事業 目      的 対  象  者 令和５年度実績 

視覚障がい者に対

する情報提供 

 

視覚障がい者に対し行政情

報・生活情報等を点字または

録音テープで提供し、その福

祉の向上を図る。主な提供情

報は、「高齢者暮らしに生かそ

うサービスガイド」等。 

視覚障がい者で事前登録をし

た人等 

点字出版  532枚 

 

点 訳  1,266枚 

 

声のテープ  

      719本 

 

(6) 交通助成（障がい福祉課）                         

名称及び事業         目      的 対  象  者 令和５年度実績 

高槻市営バス乗車

券の交付 

   

身体障がい者、知的障がい者

及び精神障がい者に対し、高

槻市営バス乗車券を交付す

る。 

市内に居住する、身体障がい

者手帳、療育手帳、精神障が

い者保健福祉手帳の所持者 

交付人数 17,052枚 

付添人高槻市営バ

ス乗車券交付 

  

療育園、保育所、学校等に通

園、通学している身体障がい

者(児)及び知的障がい者(児)

の付添人に高槻市営バス乗車

券を交付する。 

市内に居住する第 1 種及び 

12歳未満の身体障がい者手

帳所持者、またはＡ・Ｂ1及

び12歳未満の療育手帳所持

者の付添人 

交付人数   6人 

自動車教習費の交

付 

   

身体障がい者手帳所持者が公

安委員会から運転免許証を受

けた場合、教習費として

40,000 円を限度として交付

する。 

市内に居住する身体障がい者

手帳所持者で新たに運転免許

証を取得した人 

1人1回限り 

交付人数     1人 

重度障がい者福祉

タクシー料金助成

事業 

  

重度の障がい者にタクシーの

利用料金の一部を助成するこ

とにより、社会参加を促す。 

次のいずれかに該当する市内

に居住する人 

① 身体障がい者手帳の肢体

不自由･視覚･心臓・腎

臓・呼吸器・免疫・肝臓

機能障がいの総合等級が

1・2級の所持者、もし

くは体幹機能障がい3級

の所持者 

② 療育手帳Ａの所持者 

③ 精神障がい者保健福祉手

帳１級の所持者 

（所得要件あり） 

延べ交付枚数 

     98,476枚 

自動車改造費の助

成 

 

身体障がい者が住み慣れた地

域社会のなかで自立し、社会

参加の促進に資することを目

的とする。 

市内に居住する身体障がい者

手帳所持者で自らが所有し、

運転する自動車の操向装置等

の一部を改造する必要がある

人（所得要件あり） 

交付人数     2人 
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(7) 障害者総合支援法による自立支援給付（障がい福祉課）            

名称及び事業 目      的 対 象 者 令和５年度実績 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

 

自宅において、入浴、排せつ、

食事等の介護、調理、洗濯及

び掃除等の家事等の援助を行

う。 

日常生活を営むのに支障があ

る障がい支援区分の認定を受

けた（障がい児にあってはこ

れに相当する心身の状態）障

がい者等 

 

身体介護   257人 

62470.5時間 

家事援助    499人 

48,021.0時間 

通院介助   384人 

15,923.0時間 

乗降介助    1人 

80.0時間 

重度訪問介護 

 

重度の肢体不自由者又は重

度の知的障がい若しくは精

神障がいにより行動上著し

い困難を有する者であって、

常に介護を必要とする者に、

自宅での介護や外出時の移

動中の支援などを総合的に

行う。 

障がい支援区分が4以上の、

次のいずれかを満たす者 

・二肢以上に麻痺等があり、

居宅介護の身体介護、家事

援助等の支給要件を満たす

重度の肢体不自由者 

・行動援護の対象者で、重度

訪問介護の必要性が確認で

きる者 

利用者数   18人 

利用時間 

60,051.0時間 

行動援護 知的若しくは精神障がいに

より行動上著しい困難を有

する障がい児者が行動する

ときに危険を回避するため

に必要な援護、外出時の必要

な支援等を行う。 

障がい支援区分が3以上（障

がい児にあってはこれに相当

する心身の状態）で行動関連

項目得点が10点以上の、身体

介護及び通院等介助の支給要

件を満たす知的障がい者及び

精神障がい者 

利用者数    23人 

利用時間 

4,278.5時間 

同行援護 

 

移動時及びそれに伴う外出

先において必要な代筆・代読

等の視覚的情報支援や、移動

の援護、その他必要な援助を

行う。 

視覚的情報支援や移動の支援

を必要とする視覚障がい者

で、同行援護アセスメント調

査票により対象となる者 

利用者数   134人 

利用時間 

23,639.0時間 

療養介護 

 

医療機関で療養上の管理、看

護、介護等を行う。 

医療と常時介護を必要とする

障がい者で要件を満たす者 

利用者数     63人 

利用日数 

21,764日 

生活介護 

 

常に介護を必要とする者に、

主に日中、施設等で、入浴、

排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生

産活動の機会を提供する。 

常時介護を要する障がい支援

区分が3以上（50歳以上は区

分2以上。障がい者入所施設

の入所者は、区分4以上、50

歳以上は区分3以上）の障が

い者 

利用者数  1,069人 

利用日数 

236,150日 

短期入所 

(ショートステイ） 

 

自宅で介護する者が病気の場

合などに、短期間、夜間も含

め施設で、入浴、排せつ、食

事の介護等を行う。 

障がい支援区分の認定を受け

た障がい者及び厚生労働大臣

の定める区分における区分１

以上の障がい児 

利用者数   407人 

利用日数 

15,910日 

施設入所支援 

 

施設に入所する障がい者に対

し、主として夜間において入

浴、排せつ、食事等の介護等

を行う。 

生活介護を利用している障が

い支援区分が 4 以上(50 歳以

上は、区分3以上)の障がい者 

利用者数   213人 

利用日数  

70,467日 



11 
 

共同生活援助 

（グループホーム） 

 

主に夜間において共同生活を

行う住居で、相談や日常生活

上の援助と個々のニーズに対

応した介護を行う。 

地域生活において相談や日常

生活上の援助、介護を必要と

する障がい者 

利用者数  549人 

自立訓練 
 
自立した日常生活や社会生活

ができるよう、一定期間、身

体機能や生活能力向上のため

の訓練を行う。 

(機能訓練) 

地域での自立した生活を送る

ために機能訓練等の支援が必

要な身体障がい者 

(生活訓練) 

入所や入院等から地域での生

活へ移行するために日常生活

や社会生活の訓練が必要な知

的障がい者及び精神障がい者 

(機能訓練) 

利用者数    7人 

利用日数    868日 

(生活訓練) 

利用者数   87人 

利用日数  7,776日 

就労移行支援 
 
一般企業等への就労希望者

に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行う。 

就労に必要な知識及び技術の

習得もしくは就労先の紹介そ

の他の支援が必要な 65 歳未

満の障がい者 

利用者数   273人 

利用日数  

26,660日 

就労継続支援 
 
一般企業等での就労が困難な

者に働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練を行う。 

(Ａ型) 

企業等に雇用されることが困

難な者であって、雇用契約に

基づき継続的に就労すること

が可能な65歳未満の者 

(Ｂ型) 

就労移行支援事業等を利用し

たが一般企業等の雇用に結び

つかない者や、50歳に達して

いる者等 

(Ａ型) 

利用者数  322人 

利用日数 51,631日 

(Ｂ型) 

利用者数  762人 

利用日数  

115,296日 

就労定着支援 就労移行支援等を利用して、

通常の事業所に新たに雇用さ

れた障がい者の就労の継続を

図るため、企業、障がい福祉

サービス事業者、医療機関等

との連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる日常生

活又は社会生活を営む上での

各般の問題に関する相談、指

導及び助言等の必要な支援を

行う。 

就労移行支援等を利用した

後、通常の事業所に新たに雇

用された障がい者であって、

就労を継続している期間が 6

月を経過した障がい者 

利用者数   133人 

利用日数 

     1,016日 
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(8) 障害者総合支援法による補装具費の支給（障がい福祉課）          

名称及び事業        目      的 対  象  者 令和５年度実績 

補装具費の支給 

 

障がい者等の身体機能を補完

し、又は代替する補装具（義

肢、装具、車いす等）の申請

があった場合、補装具費の支

給を行う。 

身体障がい者手帳所持者及び

障害者総合支援法において難

病等の範囲に含まれる対象疾

患により障がいがある人 

交付・修理者数 

      693人 

交付・修理件数 

       776件 

 

(9) 障害者総合支援法による地域生活支援事業（障がい福祉課）                    

名称及び事業        目      的 対  象  者 令和５年度実績 

移動支援 

(ガイドヘルプ) 

 

外出が困難な障がい者が円滑

に外出できるように、移動を

支援する。 

外出時に移動の支援が必要な

障がい者又は障がい児（学齢

期以降の者に限る）で、視覚

障がい（同行援護対象外のも

の）、身体障がい（下肢、体幹

機能又は脳原性機能障がいの

ため屋外での単独移動が困難

な車イスを利用するもの、両

上肢の機能を全廃、手関節以

上で欠くもの、両上肢の機能

の著しい障がい及び両上肢の

すべてを欠くもの)のある者

や、知的・精神障がいのある

者 

利用人数  1,006人 

利用時間 

129,946.0時間 

日中一時支援事業 

 

障がい者等を日常的に介護し

ている家族の一時的な負担軽

減を図ることを目的に、宿泊

を伴わない一時預かりを行

い、障がい者等に活動の場を

提供し、介護や見守り等の必

要な支援を行う。 

日中において、一時的に活動

の場の提供や見守り等の支援

が必要な障がい者等 

利用人数  298人 

利用日数 

 8,596日 

日常生活用具の 

給付 

 

障がい者がその有する能力や

適性に応じ自立した日常生活

が営むことができるよう給付

を行う。 

在宅の身体障がい者手帳1・2

級(内部障がいは3級を含む)

の所持者、療育手帳Ａの所持

者、精神障がい者保健福祉手

帳１級の所持者、及び障害者

総合支援法において難病等の

範囲に含まれる対象疾患によ

り障がいがある人等 

給付者数  847人 

給付件数 7,324件 

 

緊急通報装置の 

設置 

重度の身体障がい者が住み慣

れた地域社会で安心して生活

を送れるよう、急病や災害等

の緊急事態の発生時に簡易に

通報を可能とする。 

ひとり暮らしの重度の身体障

がい者で市民税所得割が非課

税の者 

設置台数   17台 
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在宅重度障がい者

等訪問入浴サービ

ス 

在宅の重度身体障がい者等で

入浴が困難な人に対し、自宅

に浴槽等を運び入れ、入浴サ

ービスを行う。 

家族等の介助だけでは入浴が

困難な、市内に居住する重度

身体障がい者等で、医師に入

浴可能と認められ、介護者の

立ち会いが可能な者 

登録者    19人   

延べ利用件数 

1,050件 

 

(10）自立支援医療（障がい福祉課）                      

名称及び事業        目      的 対  象  者 令和５年度実績 

更生医療 

 

障がいを軽減し、日常生活の

困難を改善するために医療が

必要な時、指定医療機関で医

療を受ける場合に医療費の助

成を行う。 

身体障がい者手帳所持者 利用者数    511人 

延べ件数  4,838件 

育成医療 身体に障がいのある児童に対

し、生活の能力を得るために

必要な医療に係る費用の助成

を行う。 

18 歳未満の身体に障がいの

ある児童 

利用者数    6人 

延べ件数   34件 

精神通院医療 指定医療機関での必要な医療

に係る費用の助成を行う。 
法に定められた症状を有する

精神疾患により、継続した通

院治療が必要な者 

利用者数  7,652人 

 

(11) 重度障がい者医療費の助成 

重度障がい者に対し、医療費の一部を助成することにより、重度障がい者の保健の向上及び福祉の増

進を図る。 
① 対象者 

市内に住所を有し、下記に該当する人。 

 年間所得が基準額（扶養０人のとき、４，７２１，０００円）以下で、次の要件の１つに該当する人 

・１級、２級の身体障がい者手帳の交付を受けている人 

・療育手帳所持者でＡの判定を受けている人 

・身体障がい者手帳３～６級を所持し、かつ療育手帳所持者でＢ１の人 

・１級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人 

・特定医療費（指定難病）受給者証等を所持し、障がい年金１級相当または特別児童扶養手当１級相

当の人 

② 助成する範囲 

医療機関等の窓口で支払うべき保険診療に係る医療費等の自己負担額の一部を助成する。 

１医療機関等あたり１日５００円以内（月額３，０００円を上限とする。）を控除した額を助成する。 

③ 給付方法 

医療証と健康保険証を一緒に医療機関等に提示すれば、上記の範囲の負担で受診できる。ただし、医

療証は使用できる範囲が大阪府内であり、府外で受診した時等は、医療機関等の窓口でいったん保険診

療分を支払ってから払い戻しの申請をする。 
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④ 医療費給付内容（令和５年度） 

        区分 

対象別 
対 象 者 数 件数 助成費総額 

府補助対象医療費分 5,930人 209,946件 756,721,036円 

 

(12）重度障がい者住宅改造助成事業（障がい福祉課）              

名称及び事業        目      的 対  象  者 令和５年度実績 

住宅改造助成        

事業 

   

障がい者が住み慣れた地域で

自立し、安心して生活できる

よう日常生活の基盤となる住

宅改善を促進し、生活の利便

性の向上を図る。 

肢体・視覚・聴覚の身体障が

い者手帳1級または2級（下

肢または体幹の機能障がいに

あっては、3 級を含む）所持

者・重度の知的障がい者等 

助成件数      3件 

 

 

(13) 意思疎通支援事業（障がい福祉課）                    

名称及び事業        目      的 対  象   令和５年度実績 

手話通訳者の派遣 

  

聴覚障がい者が公的機関・医

療機関等で手話通訳を必要と

するとき、通訳者を派遣する。 

市内に居住する聴覚、言語機

能、音声機能障がい者等 

実人数     61人 

派遣回数    780回 

要約筆記者の派遣 

  

聴覚障がい者等に話の要点を

その場でまとめ、OHC やノー

ト等に書いて伝える要約筆記

者を派遣する。 

市内に居住する聴覚、言語機

能、音声機能障がい者等 

派遣回数     29回 

 

(14) 救急医療情報キット配付事業（障がい福祉課）                    

名称及び事業        目      的 対  象   令和５年度実績 

救 急 医 療 情 報   

キット配付事業 

  

救急隊員が迅速に必要な医療

情報を把握し、スムーズに対

応できることを目的として、

救急医療情報キットを配付す

る。 

在宅の障がい者 配付数    27個 

 
(15) 啓発事業（障がい福祉課） 

障がい者の「完全参加と平等」の実現に向け、障がい者に対する理解と認識を深め、心と心がふれあ

う福祉のまちづくりを促進する目的で「第４２回福祉展」（令和５年１２月２日～３日）を開催した。２

日間で、およそ１,２００人の市民の参加があった。 

例年、１０月に「市民ふれあい運動会」を開催しているが、令和５年度は、雨天のため中止した。 

 

(16) 障がい者福祉センター（ゆう・あいセンター）（障がい福祉課） 

  障がい者の社会参加の促進と自立を援助し、各種の福祉活動の交流と憩いの場として、すべての市民

とふれあいを促進するため次のような事業を実施している。 
① デイサービス事業 

対象者  原則在宅で１８歳以上６５歳未満の障がい者 
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事業内容 機能訓練、社会適応訓練、リハビリテーション 
創作文化教室（陶芸、書道、絵画等の各種教室） 

② 障がい者生活支援事業 
対象者  在宅を中心とした障がい者等 
事業内容 在宅福祉サービス（デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプ等）の利用援助、社会

資源（事業所、住宅改修等）を利用するための支援、社会生活力を高めるための支援、専

門機関の紹介等 
③ 情報提供、交流･研修事業 
ア 情報提供 
  点字図書、音訳テープ、ＤＶＤ、一般図書などの閲覧、貸出 
イ 交流・研修 
  野外交流事業、各種講演会、講習会の実施 

 
(17) 市内の委託相談支援事業所（福祉相談支援課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 名   称 所  在  地 

障
が
い
者 

地域生活支援センター らいと 真上町２－３－２３ 
高槻西部地域活動支援センター 

ステップ 
富田町５－１７－５ 

相談支援センター スキップ 高槻町４－１７ 

生活支援センター あんだんて 
郡家本町５－２ 

（高槻地域生活総合支援センターぷれいすBe内） 

聖ヨハネ障がい者相談支援事業 
城内町１－１１ 

（ゆう・あいセンター内） 

相談支援センター わかくさ 大字唐崎１２７７ 

高槻地域生活支援センター オアシス 松川町２５－５ 

地域生活相談所 ライラック 
津之江町２－２４－１２ 

今井ビル２Ｆ 

障
が
い
児 

相談支援チェリー・ハート 芝生町１－２３－１ 

こども相談支援センターwish 
郡家本町５－２ 

（高槻地域生活総合支援センターぷれいすBe内） 

聖ヨハネ子どもセンター 南芥川町４－２６ピア・グランデ２階 
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４ 高齢者福祉（長寿介護課・福祉相談支援課） 

６５歳以上の高齢者人口の本市の全人口に占める割合は、２９．４％（令和６年３月末）と全国平 
均２９．１％（令和５年１０月１日）を上回っており、高齢化が進んでいる。 
今後は、介護や支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活が継続できるよう、

医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が包括的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推

進が求められている。 
 
(1) 高齢者人口  

                         （各年度３月末現在） 

年

度 
総人口 

高  齢  者  人  口 

65～ 

 69歳 

70～ 

 74歳 

75～ 

 79歳 

80～ 

 89歳 

90～ 

 99歳 100歳以上 計 

令

5 
346,189 17,277 22,240 23,361 31,915 6,653 201 101,647 

令

4 
348,020 17,693 24,677 22,674 30,466 6,318 208 102,036 

令

3 
349,109 18,559 26,966 21,716 29,139 5,972 192 102,544 

  

(2) 一般の高齢者対策                   (実績値は令和６年３月末時点) 

名称・事業開始年度 目       的 対  象  者 件数及び実績 

敬 老 イ ベ ン ト 

（昭和３５年度） 

社会に貢献してこられた高齢者の

方々に感謝の意を表し、長寿をお祝い

するとともに、介護予防の普及啓発を

図る。 

おおむね６０歳以

上の人 

来場者数 

765人 

敬 老 事 業 

（昭和３９年度） 

９０歳の方に市長のメッセージカー

ドを贈呈する。また、市内最高齢者に

敬老祝品を贈呈し、長寿をお祝いす

る。 

９０歳   

 

最高齢者     

  1,430人 

 

     1人 

         

市営バス無料・割引

乗車券 (ＩＣカード)

の交付 

（昭和４７年度） 

高齢者に対し、市営バスの無料・割引

乗車券（ＩＣカード）を交付し、高齢

者の外出支援、社会参加及び生きがい

づくりの促進を図る。 

無料：７５歳以上 

割引：７０～７５

歳未満 

（経過措置有） 

無料乗車券交付件数 

 62,081人 

割引乗車券交付件数 

  4,778人 
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 (3) ひとり暮らし・要援護高齢者対策            (実績値は令和６年３月末時点) 

名 称 ・ 事 業 

開 始 年 度 
目       的 対  象  者 件数及び実績 

養護老人ホームへの 

入所措置 

（昭和３８年度） 

※福祉相談支援課 

環境上の理由（１人で生活すること

が困難な状況等）及び経済的な理由

により、居宅において養護を受ける

ことが困難な人を入所措置する。  

おおむね６５歳以上の人 2施設 

      35人 

 

緊急通報装置等の設置 

（平成２年度） 

 

 

ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急

時の不安を解消し、自立した日常生

活が営むことができるよう設置す

る。 

 

ひとり暮らしの高齢者

（日中等ひとり暮らしの

方を含む）または高齢者

のみの世帯で日常的に健

康不安がある人。 

・対象者の内、ひとり暮

らしの人で希望する方は

熱感知センサーの設置が

可能。 

・対象者の内、固定電話

回線を設置できない方は

モバイル端末型緊急通報

装置の設置が可能。（令和

５年度から） 

緊 急 通報 装置 

設置件数 

  1,524件 

熱感知センサー 

設置件数 

  817件 

日常生活自立支援事業 

（平成１１年度） 

 

※福祉相談支援課 

権利侵害を受けやすい高齢者等への

支援のため、高槻市社会福祉協議会

が実施する日常生活自立支援事業へ

の補助を行った。 

判断能力が不十分な高齢

者・障がい者など 

相談受付 

5,442件 

延べ契約件数 

89件      

サービス実施数 

4,686回 

軽費老人ホーム（ケア

ハウス）事務費補助 

（平成１５年度） 

高齢者がケアハウスを低額な料金で

利用することができるように、事業

者に対して助成する。  

ケアハウスを設置経営す

る事業者 

 

 10施設 

 定員390人 

         

救急医療情報キット 

配付事業 

（平成２３年度）） 

かかりつけ医療機関や緊急連絡先等

の情報を保管する救急医療情報キッ

トを配付し、高齢者の安心を確保す

るとともに、緊急時の適切な対応の

一助とする。 

ひとり暮らしの高齢者

（日中等ひとり暮らしの

方を含む）または高齢者

のみの世帯 

配付数 

10,690個 

市民後見推進事業 

（平成２４年度） 

 

※福祉相談支援課 

判断能力の欠如等により、財産管理

や契約等の法律行為における意思決

定が困難な者の権利擁護のために、

市民としての特性を活かした後見活

動を地域で展開する事ができる市民

後見人を養成する。 

高槻市在住または在勤の

者で、満２５歳以上７０

歳未満の人 

バンク登録者 

20人 

生活管理指導短期宿泊

事業 

   (平成１２年度) 

※福祉相談支援課 

基本的生活習慣に不安がある人を、

養護老人ホーム等に一時的に宿泊さ

せ、生活習慣等の指導を行い、在宅

生活を支援する。 

おおむね６５歳以上で、

自立又は介護認定で非該

当と認定された基本的生

活習慣に不安がある人 

年間宿泊回数 

14回 

年間延べ利用日

数 

 302日 

※ （ ）内は開始年度 
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(4) すこやかテラス（老人福祉センター） 

施設名 
所  在  地 

（開設年月日） 
送迎バス 施設名 

所  在  地 

（開設年月日） 
送迎バス 

富田すこやかテラス 

 （ひかり荘） 

富田町二丁目４－９ 

（昭５０.４.９） 

運行なし 郡家すこやかテラス   

（ふるさと） 

郡家新町４８－６ 

（昭５２.４.１２） 

運行  

（直行） 

春日すこやかテラス 

（あけぼの） 

春日町２１－２８ 

（昭５９.５.１２） 

運行なし 

 

山手すこやかテラス 

  （花みずき） 

山手町二丁目２－２ 

（平６.１２.１） 

運行 

（巡回） 

芝生すこやかテラス 

     （やすらぎ） 

芝生町四丁目３－

１１(平１５.７. ７) 

運行なし  

※ ５施設で高齢者の生きがいと健康づくり推進事業を実施し、生きがいと社会参加を促進するとともに、

社会的孤立感の解消及び自立の助長に努める。また、同施設では、高齢者ＩＣＴ推進事業や介護予防事

業も実施している。 

※ 開館時間はいずれも午前９時から午後５時１５分まで。休館日は日曜（芝生は火曜）・祝日（９月第

３月曜日は除く）と年末年始。指定管理者による運営。 

 

(5) 老人クラブへの活動支援（昭和４６年度から実施） 

  老人クラブは、高齢者の生活を健康で豊かなものにし、福祉の増進を図ることを目的に設立され、お 

おむね６０歳以上の人で構成されている。会員の教養の向上、レクリエーション、社会活動の促進等の

活動を行っている。 

① 助 成 金 

 ア 活動助成 

会員数が71人以上の老人クラブ 

2,700円×年間月数に30人を超え70人までは1人あたり月額180円、70人を超えた会員数には1

人あたり月額120円を加算した額を補助金額とする。ただし、500,000円を上限額とする。 

会員数が31～70人の老人クラブ 

2,700 円×年間月数に 30 人を超えた会員数に 1 人あたり月額 180 円を加算した額を補助金額とす

る。 

会員数が21～30人の老人クラブ 

1,800円×年間月数に20人を超えた会員数に1人あたり月額90円を加算した額を補助金額とする。 

会員数20人の老人クラブ 

1,800円×年間月数 

 イ 貸切バス調達等 

   交通手段や旅行人数に応じて、日帰り旅行に係る費用の一部を補助する。ただし、180,000 円を上

限額とする。 

② クラブ数・会員数    令和５年度 １６１クラブ ９，４３６人 

令和４年度 １６６クラブ ９，８７０人 

 
(6) 高齢者地域支えあい事業（平成１６年度から実施） 

  ひとり暮らし高齢者等の安否確認のため、社会福祉協議会地区福祉委員会が中心となり、定期的に自

宅を訪問する「見守り・声かけ訪問運動」を実施している。 
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５ 介護保険（長寿介護課・福祉相談支援課）  

  介護保険制度は、本格的な高齢社会到来の中、介護を必要とする人が年々増え続けていることから、 

 国民の共同連帯の理念に基づき、介護を社会全体で支えあう制度として設けられ、平成１２年４月１日 

 から実施されている。 

 

(1) 要介護等認定者数 

① 要介護等認定者数                          （令和６年３月末現在） 

 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 

第1号被保険者 5,070 2,948 3,858 2,534 2,294 2,289 1,791 20,784 

第2号被保険者 56 65 54 59 43 41 51 369 

計 5,126 3,013 3,912 2,593 2,337 2,330 1,842 21,153 

構成比率(％) 24.2 14.2 18.5 12.3 11.0 11.0 8.7  

※ 構成比率は小数点二位を四捨五入しているため合計が１００％とならない場合がある。 

② 高齢者人口からみた要介護等認定者の比率               （令和６年３月末現在） 

人      数 比      率 

総人口 346,189  

 
高齢者人口（65歳以上） 101,647 高齢化率（高齢者人口／総人口） 29.4％ 

要介護等認定者数（第１号） 20,784 高齢者人口に対する要介護等認定者の比率 20.4％ 

 

(2) 第１号被保険者（６５歳以上）保険料 

第１号被保険者の保険料は、事業計画期間(３年)ごとに設定しており、令和６年度から令和８年度ま

での保険料基準額は年額７３，２０１円（月額６，１００円）となっている。 

 

(3) 利用者負担 

① 居宅サービス利用者 

利用者は、在宅サービス費用の１割、２割または３割を利用者負担として事業者に支払う。ただし、

居宅介護支援費（ケアプラン作成等）については、１０割の保険給付としているため、利用者負担なし。 

また、通所・居住系サービス及び短期入所（ショ－トステイ）では、食費・滞在費や日常生活費用（日

用品、教養娯楽費など）は保険給付対象外。 

② 施設サービス利用者 

利用者は、施設サービス費用の１割、２割または３割を利用者負担として事業者に支払う。また、施

設では保険給付対象外の食費、居住費、日常生活費用（日用品、教養娯楽費など）の負担が必要。 

③ 低所得者の食費・居住費の負担限度額 

  施設入所及び短期入所（ショートステイ）を利用する場合、低所得者の施設利用が困難とならないよ

うに、食費と居住費（滞在費）について所得に応じた負担限度額までを自己負担し、施設には平均的な

費用（基準費用額）と負担限度額との差額を補足給付する。 

④ 高額介護サービス費 

１割、２割または３割の利用者負担が高額となり、一定額（負担上限額）を超えるような場合には、

その超えた部分について高額介護サービス費を支給する。 
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⑤ 高額医療・高額介護合算制度 

医療保険と介護保険の利用者負担を軽減する目的で、各医療保険（国民健康保険、被用者保険、後期

高齢者医療制度）における世帯内で、医療及び介護の両制度における１年間の自己負担額の合計額が著

しく高額となった場合に、一定の上限額を超えた部分について高額医療合算介護サービス費を支給する。 

⑥ 利用者負担軽減特別対策 

ア 社会福祉法人等による利用者負担軽減 

社会福祉法人等が提供するサービスの利用者のうち、一定要件に該当する人の利用者負担額を軽減

するため、申請に基づき利用者負担軽減確認証を交付した。 

イ 居宅介護サービス費等の額の特例制度 

災害や収入の著しい減少により介護サービス費等を負担することが困難となった人の減免制度の

周知に努めた。 

 

(4) 保険給付の状況等 

① サービス種類別利用者数                            (令和５年度) 

サービスの種類 延べ利用者数(人) 延べ日数・回数 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 42,330   1,950,446 

訪問入浴介護 2,677 12,757 

訪問看護 36,221 301,296 

訪問リハビリテーション 3,686 41,916 

居宅療養管理指導 52,730 279,674 

通所介護 31,685 291,551 

通所リハビリテーション 20,579 110,976 

短期入所生活介護 6,641 51,147 

短期入所療養介護 2,974 23,957 

福祉用具貸与  102,958 3,109,919 

福祉用具購入費 1,653 - 

住宅改修費 1,942 - 

特定施設入居者生活介護 10,104 300,003 

介護予防支援・居宅介護支援 135,056 - 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 307 8,703 

夜間対応型訪問介護 19 499 

認知症対応型通所介護 2,018 18,539 

小規模多機能型居宅介護 1,633 37,227 

地域密着型通所介護 15,640 141,259 

看護小規模多機能型居宅介護 494 10,364 
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認知症対応型共同生活介護 6,389 190,245 

特定施設入居者生活介護 702 21,117 

介護老人福祉施設入所者生活介護 2,937 87,452 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 13,811 405,759 

介護老人保健施設 8,639 232,888 

介護療養型医療施設 15 459 

介護医療院 125 3,679 

 

② 保険給付実績                   （単位：千円） 

年  度 令和５年度 

居宅（介護予防）サービス費 16,849,377 

地域密着型（介護予防）サービス費 4,609,755 

施設サービス費 6,453,310 

高額介護サービス費 838,134 

高額医療合算介護サービス費 122,217 

特定入所者介護サービス費 358,975 

審査支払手数料 26,697 

合  計 29,258,466 

※ 各給付費は千円未満四捨五入によるため、合計額とは一致しない場合がある。 

  

(5) 地域支援事業（一部介護保険特別会計） 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

平成２６年６月の介護保険法改正に伴い、要支援者等に対して必要な支援を行い、住民主体の介護予 

防活動の育成及び支援等を行うことを目的に、平成２９年４月より「介護予防・生活支援サービス事業」

と「一般介護予防事業」から構成される本事業を開始した。 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

   要支援者等に対して、従来介護予防給付において提供していた「介護予防訪問介護」、「介護予防通

所介護」及び「介護予防支援」の一部を本サービスとして提供した。 

（ア）サービス種類別利用者数               （単位：人） 

年  度 令和５年度 

訪問型サービス 21,379 

通所型サービス 29,038 

介護予防ケアマネジメント 23,127 
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（イ）事業費実績                    （単位：千円） 

年  度 令和５年度 

訪問型サービス事業費 420,170 

通所型サービス事業費 704,005 

介護予防ケアマネジメント事業費 113,653 

高額介護予防サービス費相当事業費 1,613 

高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 0 

審査支払手数料 3,483 

合  計 1,242,924 

    ※ 各事業費は千円未満四捨五入によるため、合計額とは一致しない場合がある。 

イ 一般介護予防事業 

全ての高齢者を対象に、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業（講演会・介護予防教室、相談

会、イベント等）、及び地域介護予防活動支援事業（地域活動組織への支援・協力等）を実施した。 

（ア） 介護予防普及啓発事業 

（ａ） 介護予防教室等 

 令和５年度 

開催回数 

（回） 

参加人数 

（人） 

講演会・介護予防教室等 1,205 34,984  

相談等 315  863  

イベント等 3   1,356   

（ｂ） 高齢者の健康づくり事業（高槻市ますます元気！健幸ポイント事業） 

年     度 令和５年度 

健幸パスポート発行者数(人) 5,934 

 

（イ） 地域介護予防活動支援事業 

（ａ） 介護予防活動通所型 

年     度 令和５年度 

年間延べ利用者（人） 12,525 

年間延べ実施回数（回） 1,465 

（ｂ） ボランティア育成のための研修会等 

年     度 令和５年度 

実施回数（回） 7 

参加人数（人） 231 
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（ｃ） 地域活動組織への支援・協力等 

年     度 令和５年度 

実施回数（回） 981 

参加人数（人） 17,569 

 

② 包括的支援事業 

ア 地域包括支援センターの設置（福祉相談支援課） 

介護保険法第１１５条４４項及び４５項の規定に基づき、高齢者が要介護状態等になることを予防

するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活

を営むことができるよう支援するため、市内１２箇所の地域包括支援センターにおいて、総合相談支

援や他の必要なサービスとの連携、介護予防ケアマネジメントの実施、包括的・継続的マネジメント

の実施、高齢者の虐待防止のための相談や権利擁護を実施した。 

内   訳 令和５年度 

設置数            （箇所） 12 

介護予防支援          （件） 42,949 

介護予防ケアマネジメント    （件） 22,997 

総合相談支援          （件） 7,770 

権利擁護・高齢者虐待      （件） 247 

包括的継続的ケアマネジメント支援（件） 583 

イ 地域包括支援センター連絡会の開催（福祉相談支援課） 

主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の３職種がそれぞれ情報や課題を共有し、高齢者の支援

に向けて意見交換する場として部会を開催した。また、地域包括支援センター同士の連携を深めるた

め、全体会を開催、連絡事項の伝達やスキルアップの研修、意見交換を行った。 

    連絡会開催状況  （単位：回） 

年 度 令和５年度 

開催回数 17 

ウ 高齢者虐待防止支援事業（福祉相談支援課） 

高齢者虐待についての相談や支援を行った。 

年    度 令和５年度 

相 談 受 付（件） 185 

虐待と判断した件数（件） 115 

エ 認知症総合対策事業（福祉相談支援課） 

（ア） 行方不明高齢者家族支援サービス事業 

      認知症等により行方不明となる恐れのある高齢者の安全の確保を図り、その方の家族が安心し

て生活できる環境を確保するため、位置検索システム(ＧＰＳ)の利用料を助成した。 

年 度 令和５年度 

利用者人数(人) 55 

（イ） 認知症サポーター養成講座 

     認知症についての正しい理解を深め、認知症の人やその家族を見守るサポーターを養成するた

め、講座を開催した。 
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年 度 令和５年度 

講座回数(回) 70 

養成人数(人) 1,317 

（ウ） 行方不明高齢者ＳＯＳネットワーク 

      認知症高齢者が行方不明となった場合に、協力機関へ情報提供し、捜索を依頼した。また、登

録者に対し、ＱＲコードのついた見守り安心ネットワークシールの配布を行った。 

年 度 令和５年度 

協力機関数(箇所) 189 

情報提供数(回)  2 

登録者数(人) 360 

（エ） 認知症初期集中支援チーム 

      認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続け

るために、認知症の方やその家族に対し、早期に関わる認知症初期集中支援チームと連携を図り、

支援を行った。 

③ 任意事業 

ア 事業者研修会の開催 

  介護給付適正化の推進を図る観点から、居宅介護支援事業所、介護保険施設及びサービス提供事業

所を対象に、事業者のサービス水準及び介護従事者の資質向上を目的として研修会を定期的に開催し

た。 

 イ 家族介護用品の支給 

紙おむつ等の介護用品を定期的に自宅に配達することにより、その家族の負担を軽減した。 

ウ 居宅介護支援事業者等への支援事業の実施 

介護支援専門員の業務に対する支援事業として、住宅改修費支給申請におけるケアプラン未作成者

の「住宅改修理由書」作成業務を対象とし、業務１件につき２，０００円の助成を行った。 

エ  介護サービス相談員派遣事業 

介護サービス相談員を介護サービス提供事業所に派遣し、サービス利用者の話を聞くことで、利用

者の介護サービスに関する疑問や不安の解消及び苦情の解決を図るとともに、派遣を受けた事業所の

サービスの質的な向上を図っている。 

オ 配食サービス事業（福祉相談支援課） 

介護予防及び食の自立を目的に、栄養のバランスのとれた夕食を居宅に訪問して定期的に提供する

（月～土曜の週６回を限度）。併せて安否を確認し、健康状態に異常があれば関係機関等に連絡を行った。 

 令和５年度 

実利用人数 627人 

年間食数 102,659食 

カ 成年後見制度利用支援事業（福祉相談支援課） 

意思能力の低下により契約などの法律行為が困難な人に対し、家庭裁判所に「後見」・「保佐」・「補

助」の開始等の審判の申立を行った。 

年 度 令和５年度 

申立件数 18件 
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(6) 介護保険制度の周知 

市民の理解を得るため、広報たかつきへの掲載、高齢者サービスガイドや介護保険施設及び入居系事

業所に特化したサービスガイド等の発行、市のホームページによる介護保険制度の情報提供及び職員出

前講座等による制度の周知を行った。 

 

(7) 介護保険事業計画の進行管理 

  高槻市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会において第８期介護保険事業計画の進行管理に係る点検

評価を行った｡ 

 

(8) 介護保険施設（令和６年３月末現在） 

介護保険施設の整備状況は、以下のようになっている。 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） １５施設    

② 介護老人保健施設              ８施設      

 

(9) 地域密着型サービス（令和６年３月末現在） 

 第８期介護保険事業計画に基づく地域密着型サービス（原則高槻市民のみ利用可能）の整備状況は、以

下のようになっている。 

① 小規模多機能型居宅介護            １０施設 

② 看護小規模多機能型居宅介護           ３施設 

③ 認知症対応型共同生活介護           ３８施設 

④ 地域密着型特定施設入居者生活介護        ３施設 

⑤ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    ９施設 

⑥ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護        １施設 

 

６ 後期高齢者医療制度（国民健康保険課） 

後期高齢者医療制度は、本格的な高齢化社会に対応するため、老人保健制度が改正され、平成２０年

４月より実施された。 

保険者として制度を運営するのは、府下全市町村が参加する「大阪府後期高齢者医療広域連合」とな

り、市は被保険者証の引渡しや各種申請の受付、保険料の徴収などを行っている。 

 

(1) 被保険者資格・給付 

① 資格 

市内に住所を有する下記の人 ※生活保護受給者は除く 

・７５歳以上の人（７５歳の誕生日から）  

・６５歳から７４歳までで、一定の障がいがあり、加入の申請をして広域連合に認められた人（認定

日から） 

② 被保険者数（令和５年度） 

５９，６５７人（うち現役並み所得者 ４，６９２人） 
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③ 給付する範囲 

  医療機関等で診療を受けた場合、窓口での負担割合は１割または２割となる。ただし、現役並み所得

者の負担割合は３割となる。 

所 得 区 分 

負

担 

割

合 

判  定  基  準 

１か月の自己負担限度額 

外来 

（個人単位） 

外来＋入院 

（世帯単位） 

現役並み所得者Ⅲ 

課税所得690万円以上 

3割 

本人または同一世帯の被保険者の住

民税課税所得（各種控除後の所得）が

145万円以上。 

ただし、昭和 20 年 1 月 2 日以降生ま

れの被保険者と同一世帯の被保険者

の基礎控除後の総所得金額等の合計

額が210万円以下の場合を除く。 

252,600円＋ 

(総医療費-842,000円)×1% 

[140,100円]（※１） 

現役並み所得者Ⅱ 

課税所得380万円以上 

167,400円＋ 

(総医療費-558,000円)×1% 

[93,000円]（※１） 

現役並み所得者Ⅰ 

課税所得145万円以上 

80,100円＋ 

(総医療費-267,000円)×1% 

[44,400円]（※１） 

一 般 

2割 

本人または同一世帯の被保険者の住

民税課税所得が 28 万円以上かつ、年

金収入＋その他の合計所得金額が 200

万円以上（世帯に被保険者が2人以上

いる場合は320万円以上）。 

6,000円＋(外

来個人の総医

療費－30,000

円)×0.1また

は18,000円の

いずれか低い

方 ※２ 

(年間144,000

円上限)  

57,600円 

[44,400円] 

（※１） 

1割 他の所得区分以外 

18,000円 

(年間144,000

円上限) 

低所得Ⅱ 

1割 

住民税非課税世帯に属する低所得Ⅰ

以外の被保険者 
8,000円 

24,600円 

低所得Ⅰ 
住民税非課税世帯のすべての世帯員

の所得が0円となる方。 
15,000円 

※１ 過去 1 年間で 4 回以上、世帯単位で高額療養費の対象となった場合（多数回該当）の自己負担限度額 

※２ 令和４年１０月１日から３年間（令和７年９月３０日まで）は、２割負担となる方について、１か月の外来医療の

窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を 3,000 円までに抑えます（入院の医療費は対象外）。 

④ 給付の方法 

・被保険者証または保険証利用登録手続きを行ったマイナンバーカードを医療機関等の窓口に提示し、

負担割合に応じて一部負担金を支払えば、総医療費から一部負担金を除いた医療費が現物給付され

る。 
・一部負担金が１か月の自己負担限度額（上表）を超える場合、高額療養費として払い戻しを受けら

れる。（給付申請受付は国民健康保険課） 
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(2) 保険料 

保険料は、給付費の予測を基に２年ごとに設定されることとされており、所得の低い世帯、及び制度

加入前に社会保険などの被扶養者であった人には軽減の措置がある。 

① 保険料率 

      区分 
年度 

料率 
賦課限度額 

所得割 均等割 

令 和 ６ 年 度  11.75/100（※１） 57,172円 80万円（※２） 

※１ 令和５年中の基礎控除後の総所得金額等が 58 万円以下の人は、10.94/100 

※２ 生年月日が昭和２４年３月３１日以前または障がい認定により資格取得した人は 73 万円 

② 収納方法 

  以下の場合を除き、原則として年金からの天引き。 

  ・年金の額が、年額１８万円未満の人 

  ・介護保険料との保険料合計が、年金の額の２分の１を超える人 

  ・口座振替の手続きを行い、納付方法変更申出書を提出した人 

 

７ 国民健康保険（国民健康保険課） 

本市国民健康保険事業は、昭和３６年４月１日に地域保険として発足した。以来、内容の充実を図り

ながら相扶共済の理念のもと、地域住民の社会保障と健康の保持・増進に寄与してきた。 

しかし、人口の高齢化などを主な要因とした医療費の増嵩を主として、社会経済状況の変化による被

保険者の保険料負担能力の低下など、国保財政の運営はこれまで厳しい状況が続いている。 

これらの課題を解決するため、平成３０年度から都道府県も市町村とともに保険者となり、国保財政

運営の責任主体として、中心的な役割を担い、各市町村は、これまでと同様に、資格管理、保険給付、

保険料の賦課・徴収、保健事業等の被保険者に身近な業務を担うこととされた。 

国民健康保険制度が、将来にわたり持続可能な仕組みを堅持できるよう、国保財政の健全化を目指

し、口座振替納付の原則化や滞納者への収納強化等による保険料収納率の向上対策、レセプト点検の強

化や医療費通知等による医療費適正化事業、３０歳以上の被保険者を対象とした人間ドック等の受診に

対する助成事業など、引き続き努力する。 

 

(1) 被保険者数                         （各年度末の数値） 

区分 

年度 
総世帯数 加入世帯数 

加 入 率 

（％） 

総 人 口 

（人） 

被保険者数 

（人） 

加 入 率 

（％） 

令和5年度 165,369 40,042   24.2 346,189 58,072 16.8 

令和4年度 164,494 42,084 25.6 348,020 62,026 17.8 

令和3年度 163,157 44,053 27.0 349,109 66,368 19.0 
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(2) 年齢別加入状況                                （各年度９月末の数値） 

年齢 

年度及区分 
０～４歳 ５～14歳 15歳～64歳 65歳～69歳 70歳以上 

令 被保険者数（人） 830 2,521 29,423 9,675 18,282 

5 加入比率（％） 1.37 4.15 48.45 15.93 30.10 

令 被保険者数（人） 905 2,667 30,604 10,518 20,290 

4 加入比率（％） 1.39 4.10 47.10 16.19 31.22 

令 被保険者数（人） 981 2,775 31,414 11,486 21,757 

3 加入比率（％） 1.43 4.06 45.92 16.79 31.8 

 

(3) 保険給付 

① 給付割合 

年齢 未就学児 小学校入学後 69 歳まで 
70 歳から 74 歳まで 

現役並み所得者 一般 

給付割合 8 割 7 割 7 割 8 割 

② 給付内容 

 給  付  内  容 

出 産 育 児 一 時 金 
500,000 円 

（産科医療補償制度未加入の分娩機関等での出産の場合は 488,000 円。） 

葬 祭 費 50,000 円 

精 神 ・ 結 核 

医 療 給 付 金 

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37

条に規定する医療（結核に係るものに限る。）及び同法第 37 条の 2

に規定する医療を受けた際に生じた保険診療の自己負担相当額 

②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行令第 1 条の 2 第 3 号に規定する精神通院医療を受けた際に生

じた保険診療の自己負担相当額 

高 額 療 養 費 
下表の自己負担限度額を超えた際に、申請によりその超えた額を 

高額療養費として支給 

＜自己負担限度額＞      

70歳以上 

適用区分 

 

１か月の自己負担限度額 

（世帯単位） 
外来 

（個人） 

現役並み所得者Ⅲ 

（※１）（※５） 

252,600 円＋ 

(総医療費-842,000 円)×1% 

[140,100 円]（※４） 

現役並み所得者Ⅱ 

（※１）（※６） 

167,400 円＋ 

(総医療費-558,000 円)×1% 

[93,000 円]（※４） 
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現役並み所得者Ⅰ 

（※１）（※７） 

80,100 円＋ 

(総医療費-267,000 円)×1% 

[44,400 円]（※４） 

一般 
18,000 円 

(年間 14.4 万円上限) 

57,600 円 

[44,400 円]（※４） 

住民税 

非課税世帯 

低所得Ⅱ 

（※２） 
8,000 円 

24,600 円 

低所得Ⅰ 

（※３） 
15,000 円 

※１ 現役並み所得者とは、住民税課税所得が 145 万円以上の「70 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険

者（以下「高齢者」という。）」及び同じ世帯の高齢者をいいます。 

なお、高齢者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が 210 万円以下の場合は「一般」が適用されます。 

   ※２ 低所得Ⅱとは、国民健康保険被保険者全員（他の医療保険に加入している世帯主を含む）が住民税非課

税の世帯に属する高齢者の方。 

   ※３ 低所得Ⅰとは、国民健康保険被保険者全員（他の医療保険に加入している世帯主を含む）の所得がゼロ

（所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から 10 万円を控除して計算します。）

の世帯に属する高齢者の方。年金収入が 80 万円を超える方が世帯内にいる場合は該当しません。 

※４ 過去 1 年間で 4 回以上、世帯単位で高額療養費の対象となった場合（多数回該当）の自己負担限度額 

※５ 現役並み所得者Ⅲとは、住民税課税所得が 690 万円以上の高齢者及び同じ世帯の高齢者をいいます。 

   ※６ 現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得が 380 万円以上 690 万円未満の高齢者及び同じ世帯の高齢

者をいいます。 

   ※７ 現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得が 145 万円以上 380 万円未満の高齢者及び同じ世帯の高齢

者をいいます。 

70歳未満 

※１ 所得区分は基礎控除後の総所得金額等である「旧ただし書き所得」の合計額で決まります。 

※２ 過去 1 年間で 4 回以上、世帯単位で高額療養費の対象となった場合（多数回該当）の自己負担限度額 

※３ 同一世帯の世帯主（他の医療保険に加入している世帯主を含む）とすべての被保険者が住民税非課税 

の世帯です。 

 

 

 

 

適用区分 
所得区分 

（※１） 

１か月の自己負担限度額 

（世帯単位） 

ア 
901 万円超 

または無申告 

252,600 円＋ 

(総医療費-842,000 円)×1% 

[140,100 円]（※２） 

イ 
600 万円超～ 

901 万円以下 

167,400 円＋ 

(総医療費-558,000 円)×1% 

[93,000 円]（※２） 

ウ 
210 万円超～ 

600 万円以下 

80,100 円＋ 

(総医療費-267,000 円)×1% 

[44,400 円]（※２） 

エ 210 万円以下 
57,600 円 

[44,400 円]（※２） 

オ 
住民税非課税 

（※３） 

35,400 円 

[24,600 円]（※２） 
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③ 医療給付の状況 

一般分                                   （令和５年度） 

区  分 件 数（件） 費用額（円） 負担額（円） 

療養の給付等 1,135,853 28,283,815,296 20,883,883,983 

療 

養 

費 

等 

食事療養・生活療養 256  2,234,786 

療 

養 

費 

診療費 945 23,772,118 17,060,648 

その他 42,366 404,460,587 299,105,983 

小 計 43,311 428,232,705 316,166,631 

移送費 0 0 0 

計 1,179,420 28,712,048,001 21,202,285,400 

 

退職者分                                   （令和５年度） 

区  分 件 数（件） 費用額（円） 負担額（円） 

療養の給付等 0 0 0 

療 

養 

費 

等 

食事療養・生活療養 0  0 

療 

養 

費 

診療費 0 0 0 

その他 0 0 0 

小  計 0 0 0 

移送費 0 0 0 

計 0 0 0 

 

療養の給付等内訳                                                            （令和５年度） 

 

区分 

一般分 退職者分 

件数（件） 費用額（円） 件数（件） 費用額（円） 

診 

療 

費 

入 院 15,338 10,477,374,700 0 0 

入 院 外 573,177 9,429,109,978 0 0 

歯 科 145,085 1,971,516,699 0 0 

小   計 733,600 21,878,001,377 0 0 

調 剤 393,979 5,277,077,479 0 0 

食事療養・生活療養 （14,452） 403,892,050 0 0 

訪 問 看 護 8,274 724,844,390 0 0 

合  計 1,135,853 28,283,815,296 0 0 

 

 

 

 



31 
 

④ その他給付状況                                                              （令和５年度） 

区分 
高額療養費 高額介護合算療養費 

一般 退職 一般     退職 

件数 64,682 0 115 0 

金額（円） 3,265,818,288 0 2,123,129 0 

区分 出産育児一時金 葬祭費 精神・結核医療給付金 傷病手当金 

件数 151 390 52,165 20 

金額（円） 74,694,630 19,500,000 68,923,919 431,173 

 

(4) 保険料 

① 賦課方式 

区    分 基礎賦課額 後期高齢者支援金等賦課額 介護納付金賦課額 

賦 課 方 式 
3方式 

（所得割・均等割・平等割） 
基礎賦課額と同じ 

2方式 

（所得割・均等割） 

所得割算定基礎 被保険者の基礎控除後の総所得金額等 基礎賦課額と同じ 基礎賦課額と同じ 

賦 課 期 日 4月1日 基礎賦課額と同じ 基礎賦課額と同じ 

賦課期日後増減 月割計算により増減 基礎賦課額と同じ 基礎賦課額と同じ 

② 賦課割合・料率及び賦課限度額の推移 
（基礎賦課額分） 

  区分 

 

年度 

賦  課  割  合 料     率 

賦課限度額（万円） 
所得割 均等割 平等割 所得割 

均等割

(円) 

平等割

(円) 

令和6 48.5／100 31.1／100 20.4／100 9.56／100 35,040 34,803 65 

令和5 50.4／100 26.9／100 22.7／100 9.18／100 28,309 36,589 65 

令和4 52.0／100 23.3／100 24.7／100 8.71／100 22,411 36,686 65 

（後期高齢者支援金等賦課額分） 

令和6 48.8／100 30.9／100 20.3／100 3.12／100 11,167 11,091 22 

令和5 49.1／100 27.6／100 23.3／100 2.98／100 9,484 12,257 22 

令和4 49.0／100 24.7／100 26.3／100 2.66／100 7,561 12,377 20 

（介護納付金賦課額分）  

令和6 45.9／100 54.1／100 － 2.64／100 19,389 － 17 

令和5 46.0／100 47.8／100 6.2／100 2.62／100 17,304 2,471 17 

令和4 45.6／100 41.9／100 12.5／100 2.49／100 14,114 4,754 17 
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③ 収納方法 

・納付書払い 
  納付書により指定の金融機関、市役所、支所、指定のコンビニエンスストア、指定のスマートフォン

決済アプリで納付 

・口座振替 
  納付義務者等の口座から振替（指定の金融機関） 
・特別徴収 

  納付義務者の年金から受給月ごとに徴収 
 

８ 健康づくり推進（健康づくり推進課） 

(1) 成人保健 

成人保健事業については、壮年期からの健康の保持・増進を図るため、健康教育、健康相談、歯科健

康診査、健康診査、肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺検

査（ＰＳＡ検査）、骨の健康度測定、肝炎ウイルス検診、ピロリ菌検査を実施している。 
令和６年１０月１日より訪問歯科健康診査を開始した。 
 

① 健康教育・健康相談                           （令和５年度）                                      

 実 施 場 所 対  象 実施回数・参加者数 その他 

健康教室 保健センター 
概ね40歳～74歳の 

市民 

9回 

170名 

 

 

生活習慣病の予防、健康

増進を目的とする。スタ

ッフは医師・保健師等 

 

出前講座 
公民館、コミュニティセンタ

ー等 
市民 

16回 

361人 

健康相談 保健センター、公民館等 市民 
115回 

     1,483人 

 
 
② 歯科健康診査、健康診査及び各種検診                   （令和５年度）                                                             

 実  施  場  所 対   象 受診者数 受診者一部負担金 

歯科健康

診 査 

集団：保健センター、公民館 

個別：実施医療機関 

18 歳以上（妊産婦は

18歳未満でも可）の市

民 

集団       112人 

個別     3,713人 

計     3,825人 

無料 

 

健康診査 

 

実施医療機関 

30歳～39歳の市民、 

生活保護を受けてい

る40歳以上の市民 

875人 

 

無料 

 

肺 が ん 

検  診 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 
40歳以上の市民 

集団   3,368人 

個別    36,254人 

計    39,622人 

無料 
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胃 が ん 

検 診 

集団：保健センター 

個別：実施医療機関 

50歳以上の市民 

（前年度未受診） 

集団（エックス線） 

669人 

個別（エックス線）  

805人 

個別（内視鏡） 

         5,181人 

計    6,655人 

無料 

大腸がん 

検   診

集団：保健センター 

個別：実施医療機関 
40歳以上の市民  

集団    2,596人 

個別   25,715人 

計    28,311人 

無料 

子 宮 頸 

が ん 

検 診 

集団：保健センター 

個別：実施医療機関 

20 歳以上の女性市民

（前年度未受診） 

集団    1,723人 

個別   13,543人 

計    15,266人 

無料 

乳 が ん 

検 診 

集団：保健センター 

個別：実施医療機関 

30 歳以上の女性市民

（前年度未受診） 

集団    1,777人 

個別     7,891人 

計    9,668人 

無料 

前 立 腺 

検査（ＰＳ

Ａ検査） 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 

50歳以上89歳以下の

男性市民 

集団     913人 

個別   10,889人 

 計   11,802人 

無料 

骨の健康

度 測 定 

集団：保健センター等で実施す

る集団健（検）診に併設して実

施 

40歳以上の市民 集団   2,542人 500円 

肝 炎    

ウイルス

検 診 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 

当該年度に 40 歳以上

となる市民で、過去に

肝炎ウイルス検診や

肝炎治療を受けたこ

とのない人 

集団    651人 

個別   1,019人 

 計   1,670人 

Ｂ型 500円 

Ｃ型 500円 

Ｂ型＋Ｃ型1,000円 

 

ピロリ菌

検 査 

 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 

30歳から49歳までの

市民で、過去にピロリ

菌検査・除菌治療を受

けたことのない人 

集団     85人 

個別    700人 

計      785人 

 

500円 

 

市立中学校、健康づくり推進課 中学2年生の市民 1,817人 無料 

 
(2)  国民健康保険特定健康診査・特定保健指導 

当該年度４０歳～７４歳（７５歳の誕生日の前日まで）の国民健康保険加入者を対象としてメタボリ

ックシンドロームに着目した特定健康診査を実施し、その結果に応じて、ライフスタイルに合わせた生

活習慣改善の特定保健指導を行った。 
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① 特定健康診査                              （令和５年度） 
 実  施  場  所 対   象 受診者数 受診者一部負担金 

特 定  

健康診査 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 

当該年度 40 歳～

74 歳（75 歳の誕

生日の前日まで）

の高槻市国民健

康保険加入者 

 

 

 15,612人 

 

 

無料 

※ 令和６年６月２６日現在の数値。最終結果は令和６年１１月に確定。 
② 特定保健指導                              （令和５年度） 

 実  施  場  所 対   象 実施者数 受診者一部負担金 

特 定  

保健指導 

集団：保健センター、公民館等 

個別：実施医療機関 

当該年度 40 歳～

74 歳（75 歳の誕

生日の前日まで）

の高槻市国民健

康保険加入者 

 

  

 221人 

 

 

 無料 

 

※ 令和６年６月２６日現在の数値。最終結果は令和６年１１月に確定。 
 
(3)  栄養・食育  

  メタボリックシンドロームの予防・改善に効果的に取り組めるよう出前栄養講座を実施した。また、

食育ＳＡＴシステムを使って、食事の栄養バランスについての知識を普及・啓発した。 

① 出前栄養講座（再掲）                           （令和５年度）  

       講    座 回数 参加者数     備     考 

出前栄養講座 4回 83人 地区コミュニティ等からの依頼 

② 栄養改善事業                              （令和５年度） 

       講    座 回数 参加者数     備     考 

健康相談会（栄養改善指導） 9回 116人 
参加者数は、健康相談会での管理

栄養士等による個別相談者数 

※ 健康教育・健康相談より内数として再掲 

③ 食育ＳＡＴシステムによる啓発 

令和５年度は各種事業、検診、イベント等において、全１８回で延べ３２８人に食育ＳＡＴシステム

（ＩＣチップの入ったフードモデルを用いた栄養診断システム）を用いた栄養指導等を実施した。 

 

(4) 健康づくり推進 

地域に密着した総合的な健康づくりを推進するため、(社福)高槻市社会福祉協議会に委託して各種事

業を行った。 

① 健康・食育フェア及び健康たかつき２１シンポジウム 

「自らの健康は自らが守ろう」をスローガンに、市民の健康や食育への関心を高め、自発的な健康づ

くりにつなげることを目的に「健康・食育フェア＆健康たかつき２１シンポジウム」を集客型で開催し

た。 
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② 健康だよりの作成、配布 

健(検)診や相談などの日程を記載した健康だよりを作成し、全戸配布することにより、健康に対する

啓発、各種健（検）診の受診率の向上などを図った｡ 

 

(5) 「健康たかつき２１」推進 

   「第３次・健康たかつき２１」に基づき、健康づくり及び食育の推進を図るとともに、保健医療審議

会において、進捗管理を行った。また、令和６年度から１２年間を計画期間とする「第４次・健康たか

つき２１」を策定した。 

① 組織 

健康たかつき２１ネットワーク（令和５年度末：６３団体）の幹事会を開催した。また、健康たかつ

き２１ネットワーク通信を発行したほか、実践交流会を開催し、各会員間による健康づくり及び食育推

進に関する情報共有を行った。 

② 地域における健康づくりの推進 

各地区コミュニティ内における健康づくり活動の推進を図るため、健康づくり推進リーダー、地区コ

ミュニティの役員等と連携して地区活動を実施した。また、新任の健康づくり推進リーダーを対象とし

た研修及び健康づくり推進リーダー連絡会を全地区合同で実施した。 

③ 市バスｄｅスマートウォーク事業 

  市民が主体的、継続的にウォーキングを行うための環境づくりとして、市営バスの停留所に次の停留

所までの距離、歩行時間、消費カロリー等を記載した路面表示を行った。 

 
(6) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

   高齢者の心身の多様な課題に対応し、切れ目のない支援を実施するため、大阪府後期高齢者医療広域

連合から委託を受け、地域支援事業（介護予防事業）を実施している関係機関等と連携し、後期高齢者

の保健事業と介護予防事業を一体的に実施した。 
 
(7) がん患者のためのアピアランスケア助成 

   令和６年４月１日より、がん治療による外見の変化を受けた市民に対して、心理的・経済的な負担を

軽減し、がん治療と社会生活の両立を支援するため、ウィッグや胸部補整具等の購入費用の一部を助成

するがん患者のためのアピアランスケア助成を開始した。 
 

９  健康医療政策（健康医療政策課） 

(1) 高槻島本夜間休日応急診療所 

夜間及び休日における急病患者に対する初期救急医療機関として、公益財団法人大阪府三島救急医療

センターを指定管理者とし、高槻島本夜間休日応急診療所を運営している。 
  また、三島二次医療圏を構成する３市１町（高槻市、茨木市、摂津市、島本町）の間で協議を重ね、

平成２５年３月に基本協定を締結し、平成２５年度から同診療所を拠点として小児救急医療体制の広域

化を開始した。 
① 所 在 地         八丁西町１番１０号 

② 運営主体         公益財団法人大阪府三島救急医療センター（市が指定管理者として指定） 
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③ 開設年月日         令和５年４月１日 上記所在地へ新築移転し、開設 
 昭和４６年４月    休日診療所 設置 
昭和４８年８月１日  高槻島本夜間休日応急診療所 開設 

（診療科目は内科・小児科・外科）  
                 昭和５３年４月２７日 南芥川町１１番１号へ新築移転し、開設 
④ 診療科目         内科、小児科、外科、歯科（歯科については、休日の昼間のみ診療） 
⑤ 患 者 数（令和５年度）   ３０，７４６人 
 
(2) 二次救急医療体制 

三島二次医療圏（高槻市、茨木市、摂津市、島本町）の二次救急医療機関に対し、３市１町の連携に

よりその運営に係る経費の一部を補助し、二次救急医療体制（入院や手術が必要な救急患者を受け入れ

る医療体制）を確保している。 
患 者 数（令和５年度） 

区 分 協力医療機関数 入院 外来 総数 

病院群輪番制病院運営事業 17 17,295人 38,126人 55,421人 

小児救急医療支援事業 5 1,505人 6,167人 7,672人 

  ※ 休日（午前８時～午後６時）及び夜間（午後６時～翌日午前８時）における救急患者数。 
 

(3) 三次救急医療体制 

救命救急センターを運営する学校法人大阪医科薬科大学に対し、３市１町の連携により運営等に係る

経費の一部を補助し、三次救急医療体制（重篤な疾患や多発外傷の救急患者を受け入れる医療体制）を

確保している。 

 

(4) 樫田診療所 
無医地区である樫田地区住民の医療を確保するため、一般社団法人高槻市医師会に委託し、運営して

いる。 

① 所 在 地         大字田能小字スハノ下１１番地 

②  運営主体          一般社団法人高槻市医師会 

③ 開設年月日         昭和４９年９月４日 

④ 診療科目                内科、小児科 

⑤ 診療日時         毎週火・金曜日 午後２時３０分～午後５時 

⑥ 診療日数（令和５年度）  ９７日 

⑦ 患 者 数（令和５年度）  ４０４人 
 

(5) 樫田歯科診療所 

無医地区である樫田地区住民の医療を確保するため、樫田診療所運営委員会に委託し、運営している。 
① 所 在 地         大字田能小字スハノ下１１番地 
② 運営主体         樫田診療所運営委員会（昭和５６年度から） 
③ 開設年月日         昭和５５年４月９日 
④ 診療科目         歯科 
⑤ 診療日時         毎週火曜日 午前９時３０分～午前１１時３０分 

⑥ 診療日数（令和５年度）  ５０日 

⑦ 患 者 数（令和５年度）  ２７６人 
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(6) 口腔保健センター 

地域の歯科診療所においては診療が困難な障がい者（児）の歯科診療や口腔疾病の予防、口腔の衛生

指導を行うことにより、障がい者などの健康の増進と福祉の向上を図る。 

① 所 在 地         城東町５番１号（総合保健福祉センター内） 

② 運営主体              一般社団法人高槻市歯科医師会（市が指定管理者として指定） 

③ 開設年月日         平成５年６月１日 

④ 診療科目         歯科 

⑤ 診療日時         毎週火～木曜日 午後２時～午後４時 

⑥ 診療日数（令和５年度）  １２０日 

⑦ 患 者 数（令和５年度）  １，８４６人 
 

(7) 高槻市保健医療審議会 

高槻市附属機関設置条例に基づき、地域保健及び地域医療に関する事項の調査審議を行う。 
 

(8) 医事 

  医療従事者（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等）の免許の交付申請に係る事務及び病院、 
 診療所、助産所、施術所等の開設許可や届出事務を行うとともに、これら施設の監視指導を行っている。 
  また、医療相談窓口を設置し、医療に関する相談を実施している。 
 
 医療施設数及び病床数                    （施設数は令和６年３月末現在） 

施設数等 

施設の区分 
施設数 

病    床    数 

一般病床 療養病床 精神病床 計 

病     院 17 3,098 382 756 4,236 

診 

療 

所 

一

般 

有床診療所 5 53 0 0 53 

透析診療所 6 - - - - 

その他 293 - - - - 

計 304 53 0 0 53 

歯科診療所 184 0 0 0 0 

小   計 488 53 0 0 53 

助  産  所 32 - - - - 

合   計 537 3,151 382 756 4,289 

 
施術所・歯科技工所数及び各種届出件数           （施設数は令和６年３月末現在） 

施設数・届出の種別等 

施設の区分 
施設数 

届 出 件 数 

開 設 変 更 廃 止 計 

施術所 

あん摩マッサージ指

圧、はり、きゅう 
357 11 70 14 95 

柔 道 整 復 224 7 36 9 52 

歯 科 技 工 所 41 3 0 1 4 
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医療相談受付件数（令和５年度）  

苦情・提言 件数 

 

相談・問合せ 件数 
医療行為・医療内容 24 医療行為・医療内容 31 

コミュニケーションに関すること 30 コミュニケーションに関すること 38 

医療機関等の施設 4 医療機関等の施設 5 

カルテ開示 7 カルテ開示 6 

セカンドオピニオン 0 セカンドオピニオン 0 

医療機関の紹介、案内 0 医療機関の紹介、案内 86 

医療費（診療報酬等） 7 医療費（診療報酬等） 10 

健康や病気に関すること 0 健康や病気に関すること 15 

薬（品）に関すること 2 薬（品）に関すること 6 

その他 5 その他 3 

計 79 計 200 

 

(9) 薬事 

薬局等及び高度管理医療機器等販売業等並びに毒物劇物販売業及び毒物劇物業務上取扱者に係る許可

申請、登録申請、変更届等の審査を行うとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確

保等に関する法律並びに毒物及び劇物取締法等関係法令の遵守の確認のため、監視指導を実施している。 

施設数、許可申請等及び立入検査の状況               （施設数は令和６年３月末現在） 

施設数・申請の種別等

 

施設の区分 

施設数 

申 請 等 件 数 （件） 立入 

件数 

（件） 
新
規 

更
新 

 

変
更 

 

廃
止 

そ 
の 
他 

計 

薬局等 

医薬品販売業 

薬局 170 20 44 606 17 90 777 93 

薬局製造販売医薬品 

製造業・製造販売業 
12 0 8 1 4 13 26 10 

店舗販売業 68 0 17 198 1 1 217 41 

計 250 20 69 805 22 104 1020 144 

医療機器 

販売業・貸与業 

高度管理医療機器等 

販売業・貸与業 
177 22 19 101 4 1 147 83 

管理医療機器 

販売業・貸与業 
482 27 ‐ 29 10 0 66 66 

計 659 49 19 130 14 1 213 149 

毒物劇物販売業 

一般販売業 50 0 9 0 4 5 18 26 

農業用品目販売業 10 0 5 0 0 2 7 5 

特定品目販売業 1 0 0 0 0 0 0 1 

計 61 0 14 0 4 7 25 32 

毒物劇物 

業務上取扱者 

法第22条第1項 

（届出必要） 
0 0 ‐ 0 0 0 0 ‐ 

法第22条第5項 

（届出不要） 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23 

計 0 0 ‐ 0 0 0 0 23 

 合    計 970 69 102 935 40 112 1258 348 
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(10) 栄養 
特定給食施設等に、給食内容の向上と健康づくりのため、栄養管理の実施に関し必要な指導・助言を

行っている。また、食品の栄養に関する表示などについて、市民への情報提供に努めるとともに、事業

者への指導・助言を行っている。 

特定給食施設等の指導・助言の状況    （施設数は令和６年３月末現在） 

施設の区分 

施設数及び指導・助言件数 

管理栄養士の

いる施設 

栄養士のみい

る施設 

栄養士のいな

い施設 
計 

 

 

 

   

特 

定 

給 

食 

施 

設 

学   校 
27 7 35 69 

6 0 1 7 

病   院 
14 0 0 14 

4 0 0 4 

介護老人保健施設 
8 0 0 8 

1 0 0 1 

介護医療院 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

老人福祉施設 
14 1 0 15 

0 0 0 0 

児童福祉施設 
24 15 12 51 

0 0 0 0 

社会福祉施設 
3 0 0 3 

0 0 0 0 

事 業 所 
6 2 10 18 

0 0 0 0 

寄 宿 舎 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

一般給食センター 
1 0 0 1 

0 0 0 0 

そ の 他 
1 1 1 3 

0 0 0 0 

計 
98 26 58 182 

11 0 1 12 

 

   

そ

の

他

の

給

食

学   校 
1 0 4 5 

0 0 1 1 

病   院 
1 0 0 1 

1 0 0 1 

介護老人保健施設 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

介護医療院 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
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施

設 

 

老人福祉施設 
7 2 4 13 

0 0 0 0 

児童福祉施設 
2 3 1 6 

0 0 0 0 

社会福祉施設 
3 5 2 10 

0 0 0 0 

事 業 所 
0 1 12 13 

0 0 0 0 

寄 宿 舎 
0 0 1 1 

0 0 0 0 

そ の 他 
1 0 3 4 

0 0 0 0 

計 
15 11 27 53 

1 0 1 2 

合     計 
113 37 85 235 

12 0 2 14 

＊ 上段は施設数、下段は指導・助言件数を示している。 

 

(11) たばこ対策 

健康増進法に基づき、市民への啓発及び施設管理権原者等に対する助言、指導等を実施している。 

① たばこ関連相談 

  電話や来所によるたばこ相談を実施している。 

② 受動喫煙防止対策 

健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例に基づき、市民に必要な情報提供、啓発を行っている。 

また、施設管理権原者等に対する助言及び指導を実施している。 

③ 若年者喫煙防止対策 

学校、団体への教材の貸し出し等を実施している。 

二十歳のつどいにおいて、啓発物品の配布など喫煙防止の啓発を実施している。 

 

10 保健衛生（保健衛生課） 

(1) 食品衛生 

飲食店及び各種食品製造施設の営業許可や届出などの事務を行うとともに、食品衛生監視指導計画に

基づく監視指導を行っている。また、ホームページや広報誌等により食品衛生啓発事業を行うとともに、

市民からの食品に関する苦情相談、食品事業者に対する個別相談や指導を行っている。 
          （令和５年度）       

食品関係 

営業許可施設数 

食品関係営業許可施設 

監視指導件数 
食品等収去検査検体数 

 3,442 1,197 162 
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(2) 環境衛生 

旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所、水道施設、墓地・納骨堂・火葬場、温

泉利用施設、プール、特定建築物等環境衛生関係施設の許可や届出などの事務を行うとともに、これら

施設への監視指導を行っている。また、住居衛生について市民の相談に応じるとともに啓発を行ってい

る。 
     （令和５年度） 

区  分 施 設 数 監視指導件数 

営業関係施設 1,079 235 

飲料水関係施設 287 76 

 
そ の 他 243 116 

 

(3) 動物管理 

  飼い犬の登録、浮浪犬の捕獲などの狂犬病予防事務を行うとともに、飼えなくなった犬・猫の引取り

などを行っている。また、正しい犬の飼い方指導などの啓発を行っている。 
（令和５年度） 

新規登録数 登録累計 
狂 犬 病 予 防 

注射済票交付数 
犬捕獲頭数 

引取り数 
負傷動物収容数 

犬 猫 

1,344 16,056 9,972 1 10 11 3 

 

(4) 衛生検査 

腸内細菌や寄生虫卵などの臨床関係検査、食中毒や食品細菌などの食品衛生関係検査、及びレジオネ

ラ属菌、クリプトスポリジウム指標菌などの水質検査や家庭用品化学物質などの環境衛生関係検査を行

っている。                       
（令和５年度） 

区 分 
臨 床 関 係 検 査 

検 体 数 

食品衛生関係検査 

検 体 数 

環境衛生関係検査

検 体 数 
計 

行 政 検 査 71 374 221 666 

依 頼 検 査 201 - - 201 

 

11 保健予防（保健予防課） 

(1) 感染症予防 
結核・感染症の届出の受理、結核患者の療養支援、結核医療費の公費負担等を行っている。エイズを

含む性感染症の正しい知識の普及啓発や相談事業を行っている。また、感染症発生時の対応として、情

報の収集、分析、提供を行いながら、必要な医療の確保と二次感染防止対策を迅速かつ的確に実施して

いる。 
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結核患者の状況                              （令和５年） 

※ 罹患率：人口10万人対  

※ 登録患者数は令和5年12月末現在 

ＨＩＶ抗体検査・ＨＩＶ/エイズ相談件数（令和５年度）  

検査件数 陽性者数 相談件数 

351件 0人 350件 

感染症発生届出状況                            （令和５年度） 

感染症分類 1類 2類 3類 4類 5類 指定 

件数 0件 0件 12件 5件 84件 0件 

※ 5類は全数把握のみ 

※ 結核、新型コロナウイルス感染症は除く 

 

 (2) 精神保健 
精神障がい者の早期治療や社会復帰を支援するため、保健師、社会福祉士、精神科医師及び精神保健

福祉士等によるこころの健康相談を実施している。また、精神疾患及び精神障がいへの理解を深めるた

め、市民向け講座などの普及啓発を行っている。 
自殺対策事業では、自殺予防に関する普及啓発やゲートキーパー養成研修、自殺未遂者相談支援事業

等を実施している。 
こころの健康相談                    （令和５年度）  

来所等相談 訪問相談 電話相談 

2,650件 291件 1,109件 

ゲートキーパー養成研修     （令和５年度） 

実施回数 延べ参加者数 

9回 404人 

 

(3) 難病 

特定医療費（指定難病）医療受給者証の申請受付経由事務を行っている。また、難病患者に対する療

養支援・健康相談を行っている。 
（令和５年度）  

特定医療費（指定難病）医療受給者証数 

新規 更新 総数 

551件 3,383件 3,934件 

 

 

登 録 

患者数 

 

新登録 

(R5.1～R5.12月) 

新登録患者の内訳 その他(別掲) 

活動性結核 

潜在性結核感染症 
患者数 罹患率 

喀痰 

塗抹陽性

性 

その他の 

菌陽性 

菌陰性 

その他 

肺外 

結核 

66人 25人 7.2 11人 9人 1人 4人 13人 
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(4) 肝炎無料検査 

肝炎の早期発見、早期治療を目的として、Ｂ型・Ｃ型肝炎の無料検査を実施している。 

       （令和５年度）  

検査件数 陽性者数 

39件 0人 

 

(5) 被爆者援護 

原爆被爆者手帳交付申請等の受付経由事務を行っている。     
     （令和５年度） 

手帳・医療費 

などの申請 

指定医療機関変更 

死亡・住所変更等届
健康診断結果送付 二世健診受付 

55件 93件 67件 30件 

 

(6) 予防接種 

① インフルエンザ予防接種 

予防接種法に基づき、原則６５歳以上の者に対してインフルエンザの予防接種の費用助成を実施して

いる。 
② 成人用肺炎球菌予防接種 

  予防接種法に基づき、原則６５歳の者に対して成人用肺炎球菌予防接種の費用助成を実施している。

なお、経過措置のため、令和５年度は同年度中に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、

９５歳又は１００歳となる未接種者に対して費用助成を実施した。 
                                   （令和５年度） 
予防接種名 対象者 接種者数 うち無料接種者数 

インフルエンザ 原則満65歳以上 58,063人 8,050人 

成人用肺炎球菌 

令和5年度に65歳、70

歳、75歳、80歳、85

歳、90歳、95歳又は

100歳となる未接種者 

2,748人 334人 

※ 市民税非課税世帯の市民等は全額助成を実施し、費用を支払った無料接種対象者及び高槻市外

で予防接種を受けた者には償還払いを実施した。 
③ 新型コロナウイルス感染症予防接種 

令和６年１０月から、予防接種法に基づき、原則６５歳以上の者に対して新型コロナウイルス感染症

予防接種の費用助成を実施している。 
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④ 風しん対策事業 

風しんの感染予防及び胎児の先天性風しん症候群の発症防止を目的に、妊娠を希望する女性等を対象

に風しんの抗体検査費用及び風しんワクチン等の予防接種費用の助成を実施している。 

                             （令和５年度） 
 助成件数 助成額 

抗体検査 586件 3,692,260円 

予防接種 807件 6,067,380円 

⑤ 風しん追加的対策事業 

  風しんに係る公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の

間に生まれた男性に対して風しんの抗体検査及び予防接種法に基づく定期予防接種を実施している。 

（令和５年度） 

 助成件数 助成額 

抗体検査 1,277件 7,723,045円 

予防接種 290件 2,792,573円 

 

12 高槻市保健所・総合保健福祉センター 

平成１５年４月１日に高槻市が中核市に移行したことに伴い、高槻市保健所を開設した。高槻市保健

所においては、これまで府の保健所が行ってきた保健、医療、衛生の各分野における専門的な業務を実

施している。また、総合保健福祉センターにおいては特定健診・特定保健指導や各種がん検診をはじめ

とする成人保健事業を実施し、市民の健康の保持増進を図っている。 

 

(1) 高槻市保健所 

 所 在 地   城東町５番７号 
 開設年月日   平成１５年４月１日 

 構   造   鉄骨鉄筋コンクリート造り 地上３階建て 
    敷地面積   2,248.20㎡、  建築面積 948.03㎡、  延床面積 1,858.19㎡ 
 
(2) 総合保健福祉センター 

所 在 地   城東町５番１号 
開設年月日   平成５年６月１日 
構   造   鉄筋コンクリート造り 地下２階地上３階建て 
敷地面積   2,386.46㎡、  建築面積 1,459.40㎡、  延床面積 5,983.31㎡ 
施設内容      ・保健センター 

・口腔保健センター 


